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回史跡 伊賀国分 ケ賀市教育委員会

国家鎮護 を願った聖武天皇は、741年(天平13)各国に国分僧寺

(金光明四天王護国之寺)と国分尼寺 (法華滅罪之寺)を建立する詔 (みことの り)を出しまし

た。その後、各国では国分二寺の造営が進められましたが、伊賀国において何処の地に国

分僧寺 ・尼寺が建立されたかは、長 く議論

の的とされていました。江戸期の書物には、

伊賀市坂之下、西条あるいは三日の地に国

分寺跡の所在を求める記載が見 られました

が、それ とて定説化 されることはありませ

んで した。大正期になると、当時の著名な

郷土史家であった佐々木開四郎らにより、
金 :

国分寺跡空中写真 (南西から)『東大寺文書』藤原実遠所領譲状の 「大内郷     国 分寺跡空中写真(南西から)

一処友生村四至 東 限喰代西山 南 限山 西 限久米河橋 北 限国分寺」という一文が注目

されるところとなり、旧友生村の北端に国分寺跡の所在を求める考えが示されました。現

在の西明寺字長者屋敷近辺には、長者伝説の残る広大な平地が残存していましたが、幾人

もの先駆者たちの調査により、寺域

を取 り囲む土塁や中心伽藍の上壇の

存在が明らかにされ、中門跡 ・金堂

跡 ・講堂跡が市北に並び、南西に塔

跡を配する伽藍配置が示 されま した。

これを受けて、1923年(大正12)に は

尼寺跡である長楽山廃寺跡 とともに

伊賀国分寺跡は国史跡に指定されま

した。国分寺跡は第 2次 世界大戦中に一時指定解除されましたが、戦後の1948年(昭和23)

に再指定を受けて、その後一
部指定解除、

一部追加指定をへて現在に至っています。

の調査成 近年、国分寺跡の中心伽藍は測量調査が実施 され、建物 ・基壇

の規模が復元 されるとともに、遊歩道敷設事業に伴 う調査で、中円跡 ・講堂跡の東方に
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昭和初めの国分二寺跡測量図
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土 の 国分寺跡では本格的な発掘調

査が実施 されていないため、瓦当文様の明らかな軒瓦は、

ほとんど出上 していません。軒丸瓦は肉厚の複弁四弁蓮

華文を有するもの(a)が 知 られていますが、東隣接地の

発掘調査でも同種の瓦

が出上 しています。 ま

たヽ軒平瓦は均整唐草 国分寺跡伽藍企画図

文を有するものの出上が知 られています。 これ らは明褐

色を呈 し文様が肉厚のもの(b)と 、奈良県山添村岩屋瓦

窯出上のものと同おの文様が細いもの(c)が 見られます。

岩屋瓦窯出上瓦と同他の軒丸瓦が国分寺跡で出上 してい

ないことから、主体 となつた軒丸瓦 ・軒平瓦は、 a tt b

の組み合わせで用いられたと推測 されています。


